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ウ ポンプ直送式 

受水槽で受水したのち、使用量の変動に応じてポンプの運転台数や回転速度を

制御し給水する方式である。（図－１．３－３） 

図－１．３－３ ポンプ直送式 

 

（３）直結・受水槽併用式 

この方式は、一つの建物で直結式、受水槽式の両方の給水方式を併用するもので

ある。この方式は配水管の水圧が２階程度までは充分であるが、これ以上は不足す

る場合などで、２階以下は直送にして、３階以上は受水槽式で給水するような方式

である。 

（４）３階建て建物への直結給水（図－１．２－１ 配管分離（桐生市）） 

① ３階建て建物への直結給水対象区域 

当該地区の配水管の動水圧が常時０.２９４ＭＰａ(３kg/ｃ㎡)以上で、管網形成が

されている地域。 

② ３階建て建物への直結給水適用要件 

・ 専用住宅及び集合アパートとする。 

・ 分岐対管の許容口径は口径φ７５以上の配水管とする。 

・ 給水管引込口径はφ２０以上とする。  

③ 配管形態 

・ １～２階の立ち上がり管と３階への立ち上がり管は別配管とする。 

ただし、２階屋上に設置する散水栓等１栓限りについては、この限りではない。 

第２章 水道メーター 

１ 水道メーターの設置基準 

（１）給水量は市の水道メーターを設置し、これにより計量する。 

（２）メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。 

（３）メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の

所有者に保管させる。 
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２ 水道メーターの選定 

   メーターは、適正に計量や耐久性の確保のため、その特性が使用実態に適した器種 

  を選定する。 

表－２．１ 水道メーターの分類 

３ 設置場所及び設置方法 

（１）原則として、建物の外部で、当該建築物の敷地内とする。 

（２）原則として、給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置に

設置する。 

（３）検針、検査及び修理を、容易に行なうことが出来る場所とする。 

（４）衛生的で損傷、凍結等の危険のない場所とする。 

（５）メーターに表示されている流入方向の矢印を確認し、水平に設置する。 

（６）常に乾燥していて、汚水の入らない清潔な場所に設置する。 

（７）集合住宅など建物内にメーターを設置する場合は、防寒対策、取替作業スペース

を確保しておく。 

（８）次にかかげる場所には、メーターの設置は避けること。 

・ 荷物その他の置き場所。 

・ 車庫前の車両の輪道となる部分。 

・ メーターを設置することにより、著しく交通の妨げになるところ。 

（９）メーターの遠隔指示装置を設置する場合は、正確で故障が少なく、かつ効率的に

検針ができ、維持管理が容易な方式とする。 

① 遠隔指示方式 

メーターの遠隔指示装置は、発信装置（又は記憶装置）、信号伝送部（ケーブル）、



 

- 8 - 
 

受信器から構成されて次のようなものがある。 

ア パルス発信方式 

  メーターが定量を計量したとき、磁石の回転により信号を伝送線を介して受信 

 器の数字車を回転させ使用水量を積算表示するものである。 

イ エンコンダー方式 

羽根車の回転をマグネットカップリングを介してエンコンダーユニットに導

き、間欠早送り機構によって、ロータリースイッチを動かし計量値が記憶される。

保持、記憶された計量値を変換機により電気信号化し、集中検針盤等に受信表示

する。 

ウ 発電方式 

メーターの指示機構の一部からマグネットカップリングを介して、回転を間欠

早送り機構のゼンマイに巻き込む。巻き込みが一定量に達するとカムが外れ、ゼ

ンマイの反動力で発電機がパルス電圧を発生させる。受信器はそのパルスに同調

するパルスモーターによりカウンターを動作させて、積算値を表示する。 

エ 電子式指示方式 

メーターの指示部を電子化し、計量値を電気的に記憶するもので、受信側から

の起動により記憶している計量値を決められたフォーマットで出力し、それを読

取表示するものと発信側からパルス出力を受信器で積算表示するものがある。 

② 遠隔検針方式 

検針業務の効率化のため、遠隔検針があるが、これは、個別検針方式、集中検針

方式、自動検針方式がある。 

４ 受水槽以下の装置に対するメーター設置について 

本市では三階建以上の建造物には、原則として受水槽式給水方式を採用し、受水槽ご

とに１個のメーターを取り付けることとしており、受水槽以下については市のメーター

取付けは行なわない。所有者から申し出があったときは、共同住宅等の個別検針及び料

金徴収に関する取り扱い内規により、次の条件によって契約し、メーターを設置する。 

 

（１）受水槽以下の装置は、水道法第３条第９項の規定により給水装置でないので、特

に水質の保全並びに維持管理については、当該所有者の責任において行なうこと。 

・ 簡易専用水道（水槽有効容量１０㎥を超えるもの） 

水道法の管理基準・厚生労働大臣指定検査機関の検査を受けなければならない。 

（水道法第３４条の２、水道法施行規則第５５・５６条）  

 

・ 小規模貯水槽水道（水槽有効容量１０ｍ３以下のもの） 

桐生市水道事業給水条例の管理基準・自主検査を行なう責任がある。（桐生市水 


